
令和８年１月２２日　現在

称号または名称
本社

（営業所等）
所在地

指名停止期間始期 指名停止期間終期 指名停止理由

新明和工業（株）流体事業部営業本
部東北支店

仙台市 令和７年１０月１７日 令和８年８月１６日
栗原市有資格業者に対する指名停止要領
別表第１６項　該当

（独占禁止法違反行為）

　当該業者は、他社１社と共同して、特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意す
ることにより、公共の利益に反して、特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に
制限していため、令和７年９月２４日付け公正取引委員会から独占禁止法第３条の規定に反
する業者として公表されたことから、栗原市有資格業者に対する指名停止要領別表第
１６項に基づき指名停止とするもの。

大日コンサルタント(株)仙台事務所 仙台市 令和８年１月２２日 令和８年５月２１日
栗原市有資格業者に対する指名停止要領
別表第１６項　該当

（独占禁止法違反行為）

　当該業者は、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線
橋点検業務に関する入札等において、当該業者らを含む６者で共同して受注予定者を決
定し、受注予定者が受注できるよう見積価格の調整を行うことにより、公共の利益に反して、
当該取引分野における競争を実質的に制限していたため、令和７年１２月１９日付で公正取
引委員会から独占禁止法第３条に違反する事業者として公表されたことから、栗原市有資
格業者に対する指名停止要領別表第１６項に基づき指名停止とするもの。

(株)トーニチコンサルタント東北事
務所

仙台市 令和８年１月２２日 令和８年５月２１日
栗原市有資格業者に対する指名停止要領
別表第１６項　該当

（独占禁止法違反行為）

　当該業者は、地方公共団体等が発注する東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線
橋点検業務に関する入札等において、当該業者らを含む６者で共同して受注予定者を決
定し、受注予定者が受注できるよう見積価格の調整を行うことにより、公共の利益に反して、
当該取引分野における競争を実質的に制限していたため、令和７年１２月１９日付で公正取
引委員会から独占禁止法第３条に違反する事業者として公表されたことから、栗原市有資
格業者に対する指名停止要領別表第１６項に基づき指名停止とするもの。
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